
（別紙２）

○連絡先
センター名 電話番号 受付日時

北区障がい者基幹相談支援センター 06-6450-8856
都島区障がい者基幹相談支援センター 06-6355-3701
福島区障がい者基幹相談支援センター 06-6456-4107
此花区障がい者基幹相談支援センター 06-6461-5055
中央区障がい者基幹相談支援センター 06-6940-4185
西区障がい者基幹相談支援センター 06-6585-2550
港区障がい者基幹相談支援センター 06-6585-2211
大正区障がい者基幹相談支援センター 06-6599-9161
天王寺区障がい者基幹相談支援センター 06-4302-5203
浪速区障がい者基幹相談支援センター 06-6649-0421
西淀川区障がい者基幹相談支援センター 06-4808-3080
淀川区障がい者基幹相談支援センター 06-6101-5031
東淀川区障がい者基幹相談支援センター 06-6325-9992
東成区障がい者基幹相談支援センター 06-6981-0770
生野区障がい者基幹相談支援センター 06-6758-2050
旭区障がい者基幹相談支援センター 06-4254-2339
城東区障がい者基幹相談支援センター 06-6934-5858
鶴見区障がい者基幹相談支援センター 06-6961-4631
阿倍野区障がい者基幹相談支援センター 06-6621-3830
住之江区障がい者基幹相談支援センター 06-6657-7556
住吉区障がい者基幹相談支援センター 06-6609-3133
東住吉区障がい者基幹相談支援センター 06-6760-2671
平野区障がい者基幹相談支援センター 06-6797-6691
西成区障がい者基幹相談支援センター 06-6599-8122

各インターバル期間内の
平日（年末年始を除く）
午前9時から午後5時30分
※なるべく早めにご連絡くだ
さい。

　初任者研修インターバル②「サービス等利用計画案への助言」、現任研修インターバル①「実践例への助言」、及び
現任研修インターバル②「地域自立支援協議会への参加」については、各々のインターバル期間中に、早めに各区障
がい者基幹相談支援センターへ電話連絡のうえ、訪問日程等を調整してください。
　なお、対応人数に限りがありますので、希望者全員に対応できない場合があります。
　また、インターバル期間中に協議会が開催されない場合や、協議会開催日にご都合がつかない場合などは、事前調整
のうえ、障がい者基幹相談支援センターにて協議会についての説明を受けてください。

令和４年度大阪府相談支援従事者研修（初任者・現任）のインターバル受け入れ担当窓口について

◆サービス等利用計画案・実践例への助言、協議会への参加
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